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対象品目
・米穀（玄米・精米等）

・米粉や米こうじ等の
中間原材料

・米飯類、もち、だんご
、米菓、清酒、単式蒸
留しょうちゅう、みりん

米、米加工品を ❶取引、❷事業者間の移動、❸
廃棄などを行った場合には、その記録を作成し、
原則３年間の保存が必要
〈 取引等の記録に必要な事項 〉
名称、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の
場所等

対象事業者に課せられた義務
出荷記録を

作成・保存し、産地情報
を

伝達する。

入出荷記録を
保存し、産地情報を

伝達する。

入荷記録を保存し、
消費者の方に

産地情報を伝達する。

産地情報を
知ることができる。 出荷記録の

作成・保存

入荷記録の
作成・保存

出荷記録の
作成・保存

入荷記録の
作成・保存

産地情報
伝達

産地情報
伝達

産地情報
伝達

－①取引等の記録の作成・保存－

米･米加工品を事業者間で譲り渡す場合や一般消費
者に販売・提供する場合は産地情報の伝達が必要

－②産地情報の伝達－

米トレーサビリティ法に基づく米穀流通監視業務

農産物検査法に基づく米穀流通監視業務
登録検査機関を監視 登録検査機関による検査とは・・・

・ 対象農産物：米穀、麦、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干、そば、でん粉（全10品目）
• 農産物検査規格（国内産、外国産別に設定）

品位等検査：種類(種類、生産年等）、銘柄（産地、品種銘柄等）、品位（等級）、量目、荷造り、包装
成分検査：タンパク質、アミロース、でん粉

• 受検は任意。受検すれば袋詰米穀の産地表示や各種交付金の支払いを受ける根拠などになる。

＜４（３）米穀の流通監視＞



２ 食品安全行政（食品の安全）

(1) 食品安全行政の枠組

(2) 食品安全行政の体制

(3) リスク分析手法

（リスクアナリシス）

本日の講義内容
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３ 食の安定供給にかかる食品安全行
政上の取組（食の安全）

(1) 病害虫防除、農薬

(2) 肥料・飼料

(3) 動物防疫

(4) 植物防疫

４ 食の信頼確保にかかる食品安全行
政上の取組（食の安心）

(1) 食品トレーサビリティ

(2) 食品表示・監視

(3) 米穀の流通監視

(4) 食品防御（フードディフェンス）

(5) 消費者の部屋、懇談会等

１ 「食品の安全」と「食の安全」

(1) 食品が安全であること

(2) リスクとハザード

５ まとめ
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「食品テロ」とは？
一般市民を死傷させ、及び

又は社会的、経済的、政治的
安定性を破壊する目的で、生
物学的、化学的、物理的因子
又は放射性物質を用いて食品
を意図的に汚染する活動又は
脅威

「食品防御」とは？

公衆衛生への危害及び経

済的な混乱を引き起こす意図
的な異物混入から、食品を守
る努力

WHO「Terrorist Threats to Food」
（2008年改訂版）

「食品防御」（フードディフェンス）

意図的な汚染脅威の実例
【米国】

• レストランのサラダバーへの細菌散布事件
(1984)

• 牛挽肉への殺虫剤混入事件(2003)
• 9.11後、米軍がアルカイダの食品製造現場

等へのテロを指摘する訓練マニュアルに関
する資料を押収

【日本】
• グリコ･森永事件（1984）
• 和歌山カレー事件（1998）
• 中国産冷凍餃子事件（2007～8）
• 冷凍食品農薬混入事件（2013～4）

実行犯にとってみれば、食品製造工程
の意図的な汚染は、小さな費用で最も
大きなインパクトを産むことが可能

食品テロの脅威

＜４（４）食品防御＞
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人為的食品汚染防止に
関するチェックリスト例

１）組織マネジメント

２）従業員の管理

３）部外者の管理

４）施設の管理

５）運営の管理

サミットやオリンピック等
に向け、意図的な食品汚
染に対するセキュリティ
強化が急務

「食品の安全と安心」（松田友義編）より抜粋

フードディフェンスの必要性

• グリコ森永事件

→毒混法（※）成立

• 中国産冷凍餃子事件

→政府内情報共有体制構築
農政局による小売り等巡回点検

• 冷凍食品農薬混入事件

→食品への意図的な毒物等の混入未
然防止等に関する検討会

• 伊勢志摩サミット等

→関係事業者への指導

• 東京オリンピック等

→食品テロ防止対策の普及

※ 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

過去の経験を踏まえ、政府一体
となった対応

食品防御にかかる農林水産省の取組

＜４（４）食品防御＞



２ 食品安全行政（食品の安全）

(1) 食品安全行政の枠組

(2) 食品安全行政の体制

(3) リスク分析手法

（リスクアナリシス）

本日の講義内容
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３ 食の安定供給にかかる食品安全行
政上の取組（食の安全）

(1) 病害虫防除、農薬

(2) 肥料・飼料

(3) 動物防疫

(4) 植物防疫

４ 食の信頼確保にかかる食品安全行
政上の取組（食の安心）

(1) 食品トレーサビリティ

(2) 食品表示・監視

(3) 米穀の流通監視

(4) 食品防御（フードディフェンス）

(5) 消費者の部屋、懇談会等

１ 「食品の安全」と「食の安全」

(1) 食品が安全であること

(2) リスクとハザード

５ まとめ



東海農政局の１階玄関横に、消費者
と農林水産行政との対話交流を図る
場として「消費者の部屋」を設置。

主な活動内容
・パネル、パンフレット等の展示による「常

設展示」、「特別展示」の実施
・「移動消費者の部屋」の開設
・「出向展示」、 「出張講座」の実施
・「食品安全セミナー」の実施
・消費者相談及び公益通報

・夏休みキッズプロジェクト
の実施

消費者の部屋の活動 特別展示テーマ（平成２９年度の事例）
・食の安全について
・農業競争力プログラムについて
・６月は食育月間です など２２テーマ

移動消費者の部屋（平成２９年度の事例）
・オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村
・名古屋市消費生活フェア★2017
・一宮市消費生活フェア など12ヵ所（34件）

（平成３０年度の取組事例）
＜食品安全セミナー＞

一般消費者向けに、職員や外部講師による食品安全に
関する情報提供行うセミナーを毎月実施。（29年度までの
年1回から大幅拡充）

＜夏休みキッズプロジェクト＞
・夏休み親子体験イベントの開催、子どもライブラリー、体
験インフォメーションボックスの開設など、子どもたちの夏
休みを総合的に支援。

（消費者相談、出張講座等連絡先）
東海農政局

消費・安全部消費生活課

052-223-4651

出向展示（平成２９年度の事例）
・名古屋市消費生活センター「くらしの情報プラザ」（通年9件）

・名古屋市立鶴舞中央図書館（9/20～10/13､２件） など27件

消費者相談及び公益通報
・東海農政局の消費者相談受付及び公益通報の窓口とし
て、消費者、外部の労働者からの相談等の受付

消費者の部屋
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＜４（５）消費者の部屋、懇談会等＞


